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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属の表面に無機多孔質層が設けられている複合部材であって、
　無機多孔質層は、
　アルミナ繊維を含み、
　１５質量％以上のアルミナ成分と４５質量％以上のチタニア成分によって構成されてい
る、複合部材。
【請求項２】
　前記金属の熱伝導率が、無機多孔質層の熱伝導率の１００倍以上である請求項１に記載
の複合部材。
【請求項３】
　無機多孔質層の熱伝導率が、０．０５Ｗ／ｍＫ以上３Ｗ／ｍＫ以下である請求項２に記
載の複合部材。
【請求項４】
　前記金属の熱伝導率が、１０Ｗ／ｍＫ以上４００Ｗ／ｍＫ以下である請求項２または３
に記載の複合部材。
【請求項５】
　無機多孔質層の熱膨張係数をα１とし、前記金属の熱膨張係数をα２としたときに、下
記式（１）を満足する請求項１から４のいずれか一項に記載の複合部材。
０．５＜α１/α２＜１．２　　　（１）
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【請求項６】
　無機多孔質層に、板状セラミックス粒子が含まれている請求項１から５のいずれか一項
に記載の複合部材。
【請求項７】
　無機多孔質層に、０．１μｍ以上１０μｍ以下の粒状粒子が含まれている請求項１から
６のいずれか一項に記載の複合部材。
【請求項８】
　無機多孔質層の厚みが１ｍｍ以上である請求項１から７のいずれか一項に記載の複合部
材。
【請求項９】
　前記金属が板状である請求項１から８のいずれか一項に記載の複合部材。
【請求項１０】
　前記金属が管状である請求項１から８のいずれか一項に記載の複合部材。
【請求項１１】
　前記金属が線状である請求項１から８のいずれか一項に記載の複合部材。
【請求項１２】
　無機多孔質層の前記金属が設けられている面とは反対側の面に、被覆層が設けられてい
る請求項１から１１のいずれか一項に記載の複合部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、複合部材に関する技術を開示する。
【背景技術】
【０００２】
　金属の表面に無機質の保護層を設け、金属と無機材料の複合部材を構成することがある
。例えば、特開２０１８－３３２４５号公報（以下、特許文献１と称する）は、主に自動
車のエンジン部品（金属）に耐熱性を付与するため、金属表面に無機保護層を被覆してい
る。特許文献１では、金属と無機保護層の熱膨張率の相違に伴って無機保護層が金属から
剥離することを防止するため、金属表面に非晶性無機材層（具体的には、硼珪酸ガラス）
を形成し、非晶性無機材層の表面に非酸化物系セラミックス（具体的には、炭化ケイ素）
を形成している。すなわち、特許文献１では、金属と、保護層としての機能を発揮する機
能層（炭化ケイ素）との間に、両者の熱膨張率差を緩和するための緩和層（硼珪酸ガラス
）を設けている。特許文献１は、非晶質の緩和層を設けることにより、金属と機能層の密
着性を向上させている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記したように、特許文献１は、金属と機能層の間に非晶質の緩和層を設ける。そのた
め、機能層を形成する際、緩和層の軟化点を超えない温度で機能層を形成することが必要
である。換言すると、機能層として利用可能な材料が、緩和層の軟化点を超えない条件で
成膜可能な材料に制限される。そのため、特許文献１の複合部材は、使用し得る材料（緩
和層、機能層）の自由度が低い。また、特許文献１の複合部材は、非晶質の緩和層を用い
ているので、耐熱性の向上も限定的である。そのため、複合材料の分野においては、継続
的な改善が必要とされている。本明細書は、従来にない新規な複合部材を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書で開示する複合材料は、金属の表面に無機多孔質層が設けられていてよい。ま
た、無機多孔質層は、セラミックス繊維を含んでいてよい。さらに、無機多孔質層は、１
５質量％以上のアルミナ成分と、４５質量％以上のチタニア成分によって構成されていて
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よい。上記したように、この複合材料では、無機多孔質層がセラミックス繊維を含んでい
る。そのため、無機多孔質層自体が、金属と無機多孔質層の熱膨張率差の影響を吸収する
ことができる。具体的には、無機多孔質層が金属の変形（熱膨張，熱収縮）に追従して変
形することができるので、金属と無機多孔質層の間に緩和層（非晶質層等）を設けること
なく、金属から無機多孔質層が剥離することを防止することができる。
【０００５】
　また、上記複合部材は、金属の表面に無機の「多孔質層」が設けられている。典型的に
、多孔質体は、多孔質体を介した内外の環境を「断つ」能力が高い。そのため、上記複合
部材は、外部環境が金属に影響を及ぼすことを抑制し、あるいは、外部環境に金属の影響
が及ぶことを抑制し、高い断熱性、高い遮音性（吸音性）等を実現することができる。ま
た、上記複合部材は、無機多孔質層によって、吸着性、吸湿性等、外部環境の物質（異物
、水分等）が金属に接することを抑制することもできる。あるいは、上記複合部材は、無
機多孔質層を利用して、触媒等を金属表面に担持させることもできる。なお、本明細書で
いう「多孔質」とは、無機多孔質層の気孔率（空隙率）が４５体積％以上であることを意
味する。
【０００６】
　上記複合部材は、無機多孔質層にセラミックス繊維が含まれているので、無機多孔質層
自体の強度（機械的強度）が低下することが抑制されている。また、無機多孔質層は、１
５質量％以上のアルミナ成分と４５質量％以上のチタニア成分によって構成されているの
で、無機多孔質層自体の融点が高く、複合部材の外部環境が高温になっても形状を維持す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図２】第１実施例の複合部材の部分拡大図を示す。
【図３】第１実施例の複合材料の断面図を示す。
【図４】第１実施例の複合材料の変形例（断面図）を示す。
【図５】第１実施例の複合材料の変形例（断面図）を示す。
【図６】第１実施例の複合材料の変形例（断面図）を示す。
【図７】第２実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図８】第３実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図９】第４実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図１０】第５実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図１１】第６実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図１２】第７実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す。
【図１３】第８実施例の複合部材の一例（斜視図）を示す．
【図１４】複合部材の使用例（断面図）を示す。
【図１５】実験例の結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　複合部材では、無機多孔質層の熱膨張係数をα１とし、金属の熱膨張係数をα２とした
ときに、下記式（１）を満足していてよい。無機多孔質層が金属から剥離する現象を、よ
り確実に防止することができる。
式１：０．５＜α１/α２＜１．２
【０００９】
　複合部材では、無機多孔質層に板状セラミックス粒子が含まれていてよい。板状セラミ
ックス粒子を用いることにより、セラミックス繊維の一部を板状セラミックス粒子に置換
することができる。典型的に、板状セラミックス粒子の長さ（長手方向サイズ）は、セラ
ミックス繊維の長さより短い。そのため、板状セラミックス粒子を用いることにより、無
機多孔質層内の伝熱経路が分断され、無機多孔質層内の熱伝達が起こりにくくなる。その
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結果、無機多孔質層の断熱性能がさらに向上する。なお、「板状セラミックス粒子」とは
、アスペクト比５以上で、長手方向サイズが５μｍ以上５０μｍ以下のセラミックス粒子
を意味する。
【００１０】
　複合部材では、無機多孔質層に、０．１μｍ以上１０μｍ以下の粒状粒子が含まれてい
てよい。無機多孔質層を成形（焼成）する際、セラミックス繊維同士が粒状粒子を介して
結合され、高強度の無機多孔質層が得られる。また、無機多孔質層の厚みは、１ｍｍ以上
であってよい。上記した機能（断熱性、遮音性、吸着性、吸湿性等）を十分に発揮するこ
とができる。なお、上記複合部材は、無機多孔質層がセラミックス繊維を含んでいるので
、１ｍｍ以上の無機多孔質層を実現することができる。すなわち、無機多孔質層を成形す
る過程（例えば、焼成工程）において収縮が起こり難いセラミックス繊維を含むので、無
機多孔質層を１ｍｍ以上に成形することができる。例えば、無機多孔質層がセラミックス
繊維を含んでいない場合、成形する過程で無機多孔質層が収縮し、クラック等が発生する
、そのため、無機多孔質層がセラミックス繊維を含んでいない場合、無機多孔質層を１ｍ
ｍ以上という厚膜に形成することが困難である。
【００１１】
　以下、本明細書で開示される複合部材の実施形態を説明する。本明細書で開示する複合
部材は、金属の表面に無機多孔質層が設けられている。また、無機多孔質層は、セラミッ
クス繊維を含んでいる。また、無機多孔質層は、１５質量％以上５５質量％以下のアルミ
ナ（Ａｌ2Ｏ3）成分と、４５質量％以上８５質量％以下のチタニア（ＴｉＯ2）成分によ
って構成されている。なお、無機多孔質層に含まれるアルミナ成分は、２５質量％以上で
あってよく、３０質量％以上であってよく、４０質量％以上であってもよい。本明細書で
開示する複合部材は、例えば、高温環境下において好適に用いることができる。一例とし
て、複合部材は、エキゾーストマニホールド、エキゾーストパイプといった自動車の排気
系を構成する部材として好適に用いることができる。また、本明細書で開示する複合部材
は、例えば、熱源で生じた熱を熱源から離れた位置に存在する部品（例えば放熱板）に伝
達する熱伝導部材として好適に用いることができる。あるいは、複数の機器の間に複合部
材を配置し、一方の機器から生じる熱が他方の機器に加わることを防止する仕切り板とし
て好適に用いることもできる。
【００１２】
　無機多孔質層は、金属表面を被覆し、金属を外部環境から保護してよい。なお、「外部
環境」とは、無機多孔質層を介して金属の反対側の空間のことを意味する。すなわち、複
合材料が上記したような自動車の排気系を構成する部材の場合、「外部環境」は、エキゾ
ーストマニホールド、エキゾーストパイプ等の内部空間に相当する。あるいは、無機多孔
質層は、金属表面を被覆し、複合部材の外部環境に存在する部品を、金属の熱から保護（
断熱）してよい。また、無機多孔質層は、間隔をあけて対向する２個の金属（例えば金属
板）の双方の表面を被覆していてもよい。換言すると、１個の無機多孔質層の両面に、金
属板（第１金属板，第２金属板）が接合されていてもよい。第１金属板側に配置されてい
る第１機器から生じる熱が第２金属板側に配置されている第２機器に加わることを防止す
ることができるとともに、第1金属板によって、第１機器が生じた熱を放熱することがで
きる。
【００１３】
　上記したように、複合部材は、無機多孔質層によって、金属と外部環境が互いに熱の影
響を及ぼし合うことを抑制する。また、無機多孔質層によって、複数の機器が配置される
空間を分離し、分離された空間同士が熱の影響を及ぼし合うことを抑制する。そのため、
金属と無機多孔質層は、熱伝導率の差が大きいことが好ましい。具体的には、金属の熱伝
導率は、無機多孔質層の熱伝導率の１００倍以上であってよい。なお、金属の熱伝導率は
、無機多孔質層の熱伝導率の１５０倍以上であってよく、無機多孔質層の熱伝導率の２０
０倍以上であってよく、無機多孔質層の熱伝導率の２５０倍以上であってよく、無機多孔
質層の熱伝導率の３００倍以上であってもよい。
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【００１４】
　金属の熱伝導率は、１０Ｗ／ｍＫ以上４００Ｗ／ｍＫ以下であってよい。なお、金属の
熱伝導率は、２５Ｗ／ｍＫ以上であってよく、５０Ｗ／ｍＫ以上であってよく、１００Ｗ
／ｍＫ以上であってよく、１５０Ｗ／ｍＫ以上であってよく、２００Ｗ／ｍＫ以上であっ
てよく、２５０Ｗ／ｍＫ以上であってよく、３００Ｗ／ｍＫ以上であってよく、３８０Ｗ
／ｍＫ以上であってもよい。また、金属の熱伝導率は、３５０Ｗ／ｍＫ以下であってよく
、３００Ｗ／ｍＫ以下であってよく、２５０Ｗ／ｍＫ以下であってよく、２００Ｗ／ｍＫ
以下であってよく、１５０Ｗ／ｍＫ以下であってもよい。
【００１５】
　無機多孔質層の熱伝導率は、０．０５Ｗ／ｍＫ以上３Ｗ／ｍＫ以下であってよい。なお
、無機多孔質層の熱伝導率は、０．１Ｗ／ｍＫ以上であってよく、０．２Ｗ／ｍＫ以上で
あってよく、０．３Ｗ／ｍＫ以上であってよく、０．５Ｗ／ｍＫ以上であってよく、０．
７Ｗ／ｍＫ以上であってよく、１Ｗ／ｍＫ以上であってよく、１．５Ｗ／ｍＫ以上であっ
てよく、２Ｗ／ｍＫ以上であってもよい。また、無機多孔質層の熱伝導率は、２．５Ｗ／
ｍＫ以下であってよく、２．０Ｗ／ｍＫ以下であってよく、１．５Ｗ／ｍＫ以下であって
よく、１Ｗ／ｍＫ以下であってよく、０．５Ｗ／ｍＫ以下であってよく、０．３Ｗ／ｍＫ
以下であってよく、０．２５Ｗ／ｍＫ以下であってもよい。
【００１６】
　金属の形状は、特に限定されないが、管状（筒状）、線状（ワイヤー状）、板状（シー
ト状）であってよい。管状金属の場合、無機多孔質層は、管状金属の内周面、及び／又は
、外周面を被覆していてよい。線状の金属は、典型的に中実構造である。そのため、線状
金属の場合、無機多孔質層は、線状金属の外周面を被覆していてよい。板状金属の場合、
無機多孔質層は、板状金属の露出面全体を被覆していてもよいし、厚み方向端部の面（表
面、及び／又は、裏面）を被覆していてもよいし、幅方向端部の面（側面）を被覆してい
てもよいし、長さ方向端部の面を被覆していてもよい。また、板状金属の場合、無機多孔
質層は、第１の板状金属（第１金属板）の表面と第２の板状金属（第２金属板）の裏面の
双方を被覆していてよい。
【００１７】
　無機多孔質層は、金属表面の全面を被覆していてもよいし、金属表面の一部を被覆して
いてもよい。例えば、無機多孔質層が管状金属，線状金属を被覆している場合、無機多孔
質層は、金属の端部（一端または両端）を除く部分を被覆していてよい。また、無機多孔
質層が管状金属の内周面及び外周面を被覆している場合、内周面は一端から他端まで無機
多孔質層が被覆され（すなわち、全面被覆）、外周面は端部を除く部分が被覆されている
等、内周面と外周面において無機多孔質層で被覆されている範囲が異なっていてもよい。
また、無機多孔質層が板状金属を被覆している場合（例えば、厚み方向端部の面：表裏面
）、無機多孔質層は、表裏面の一部（例えば、長手方向の一端または両端部）を除く部分
を被覆していてよい。あるいは、無機多孔質層は、裏面については全体を被覆し、表面に
ついては例えば両端部を除く部分を被覆している等、表裏面で被覆する範囲が異なってい
てもよい。
【００１８】
　また、無機多孔質層は、厚み方向（金属表面と接する面から外部環境に露出する面に至
る範囲）において、均一の材料で構成されていてよい。すなわち、無機多孔質層は単層で
あってよい。また、無機多孔質層は、厚み方向において、組成の異なる複数の層で構成さ
れていてもよい。すなわち、無機多孔質層は、複数の層が積層した多層構造であってよい
。あるいは、無機多孔質層は、厚み方向において、組成が除々に変化する傾斜構造であっ
てもよい。無機多孔質層が単層の場合、複合部材の製造（金属表面に無機多孔質層を成形
する工程）を容易に行うことができる。無機多孔質層が多層又は傾斜構造の場合、厚み方
向において、無機多孔質層の特性を変化させることができる。無機多孔質層の構造（単層
、多層、傾斜構造）については、複合部材の使用目的に応じて適宜選択することができる
。
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【００１９】
　無機多孔質層の気孔率は、４５体積％以上９０体積％以下であってよい。気孔率が４５
体積％以上であれば、断熱性、遮音性、吸着性、吸湿性等、多孔質であることの機能を十
分に発揮し得る。また、気孔率が４５体積％以上であれば、無機多孔質層内の空隙を利用
して、触媒を十分に担持させることもできる。気孔率が９０体積％以下であれば、十分な
強度を確保することができる。なお、無機多孔質層の気孔率は、５５体積％以上であって
よく、６０体積％以上であってよく、６５体積％以上であってもよい。さらに、無機多孔
質層の気孔率は、８５体積％以下であってよく、８０体積％以下であってよく、７０体積
％以下であってよく、６５体積％以下であってよく、６０体積％以下であってもよい。ま
た、無機多孔質層が多層構造又は傾斜構造の場合、無機多孔質層の気孔率は、全体として
４５体積％以上９０体積％以下であればよく、厚み方向で気孔率が異なっていてもよい。
この場合、部分的に、気孔率が４５体積％未満の部分、あるいは、気孔率が９０体積％超
の部分が存在していてよい。
【００２０】
　無機多孔質層の厚みは、使用目的（要求性能）に依るが、１ｍｍ以上であってよい。無
機多孔質層の厚みが１ｍｍ以上であれば、断熱性、遮音性、吸着性、吸湿性等、多孔質で
あることの機能を十分に発揮し得る。なお、セラミックス繊維が用いられていない無機多
孔質層の場合、製造過程（例えば焼成工程）において収縮するため、厚みを１ｍｍ以上に
維持することが困難である。本明細書で開示する無機多孔質層は、セラミックス繊維を含
んでいるので、製造過程における収縮が抑制され、１ｍｍ以上の厚みを維持することがで
きる。なお、無機多孔質層の厚みが厚すぎると、コスト（製造コスト、材料コスト）に見
合う特性の向上が得られにくくなる。そのため、特に限定されないが、無機多孔質層の厚
みは、３０ｍｍ以下であってよく、２０ｍｍ以下であってよく、１５ｍｍ以下であってよ
く、１００ｍｍ以下であってよく、５ｍｍ以下であってよい。
【００２１】
　無機多孔質層は、セラミックス粒子（粒状粒子）、板状セラミックス粒子、セラミック
ス繊維のうちの１以上の材料により構成されている。なお、セラミックス粒子、板状セラ
ミックス粒子及びセラミックス繊維は、構成成分として、アルミナ、及び／又は、チタニ
アを含んでいてよい。換言すると、アルミナ、及び／又は、チタニアによって、セラミッ
クス粒子、板状セラミックス粒子、セラミックス繊維が形成されていてよい。すなわち、
無機多孔質層は、構成材料（構成物質）全体で、１５質量％以上のアルミナ成分と４５質
量％以上のチタニア成分を含んでいればよい。但し、無機多孔質層は、構成成分は任意（
アルミナ成分、チタニア成分を含んでいてもよいし、含んでいなくてもよい）であるが、
少なくともセラミックス繊維を含んでいる。
【００２２】
　セラミックス粒子は、板状セラミックス粒子，セラミックス繊維等の無機多孔質層の骨
格をなす骨材同士を接合する接合材として用いられてよい。セラミックス粒子は、０．１
μｍ以上１０μｍ以下の粒状粒子であってよい。なお、セラミックス粒子は、製造過程（
例えば焼成工程）において、焼結等により粒径が大きくなってもよい。すなわち、無機多
孔質層を製造する原料として、セラミックス粒子は、０．１μｍ以上１０μｍ以下（焼成
前の平均粒径）の粒状粒子であってよい。なお、セラミックス粒子は、０．５μｍ以上で
あってよく、５μｍ以下であってもよい。セラミックス粒子の材料として、例えば金属酸
化物を利用してよい。金属酸化物の一例として、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、スピネル（Ｍｇ
Ａｌ2Ｏ4）、チタニア（ＴｉＯ2）、ジルコニア（ＺｒＯ2）、マグネシア（ＭｇＯ）、ム
ライト（Ａｌ6Ｏ13Ｓｉ2）、コージェライト（ＭｇＯ・Ａｌ2Ｏ3・ＳｉＯ2）、イットリ
ア（Ｙ2Ｏ3）、ステアタイト（ＭｇＯ・ＳｉＯ2）フォルステライト（２ＭｇＯ・ＳｉＯ2

）、ランタンアルミネート（ＬａＡｌＯ3）、ストロンチウムチタネート（ＳｒＴｉＯ3）
等が挙げられる。これらの金属酸化物は、高い耐蝕性を有する。そのため、セラミックス
粒子の材料として上記金属酸化物を用いることにより、無機多孔質層を、例えば自動車の
排気系を部品（エキゾーストマニホールド等）の保護層として好適に適用することができ
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る。
【００２３】
　板状セラミックスは、無機多孔質層内において、骨材、補強材として機能し得る。すな
わち、板状セラミックスは、セラミックス繊維と同様に、無機多孔質層の強度を向上させ
、さらに、製造工程において無機多孔質層が収縮することを抑制する。なお、板状セラミ
ックス粒子を用いることにより、無機多孔質層内の伝熱経路を分断することができる。そ
のため、複合部材が高温環境で用いられる場合（無機多孔質層が金属を断熱する目的で用
いられる場合）、骨材としてセラミックス繊維のみを用いる形態と比較して、断熱性を向
上させることができる。
【００２４】
　板状セラミックス粒子は、矩形板状、あるいは、針状であってよく、長手方向サイズが
５μｍ以上１００μｍ以下であってよい。長手方向サイズが５μｍ以上であれば、セラミ
ックス粒子の過剰な焼結を抑制することができる。長手方向サイズが１００μｍ以下であ
れば、上述したように無機多孔質層内の伝熱経路を分断する効果が得られ、高温環境で用
いる複合部材に好適に適用し得る。また、板状セラミックス粒子は、アスペクト比が５以
上１００以下であってよい。アスペクト比が５以上であればセラミックス粒子の焼結を良
好に抑制することができ、１００以下であれば板状セラミックス粒子自体の強度低下が抑
制される。なお、板状セラミックス粒子の材料として、上記したセラミックス粒子の材料
として用いられる金属酸化物に加え、タルク（Ｍｇ3Ｓｉ4Ｏ10（ＯＨ）2）、マイカ、カ
オリン等の鉱物・粘土、ガラス等を用いることもできる。
【００２５】
　セラミックス繊維は、無機多孔質層内において、骨材、補強材として機能し得る。すな
わち、セラミックス繊維は、無機多孔質層の強度を向上させ、さらに、製造工程において
無機多孔質層が収縮することを抑制する。セラミックス繊維の長さは、５０μｍ以上２０
０μｍ以下であってよい。また、セラミックス繊維の直径（平均径）は、１～２０μｍで
あってよい。無機多孔質層内におけるセラミックス繊維の体積率（無機多孔質層を構成す
る材料に占めるセラミックス繊維の体積率）は、５体積％以上２５体積％以下であってよ
い。５体積％以上のセラミックス繊維を含むことにより、無機多孔質層の製造過程（焼成
工程）において無機多孔質層内のセラミックス粒子の収縮を十分に抑制することができる
。また、セラミックス繊維の体積率を２５体積％以下とすることにより、無機多孔質層内
の伝熱経路を分断することができ、高温環境で用いる複合部材に好適に適用し得る。なお
、セラミックス繊維の材料として、上述した板状セラミックス粒子の材料と同様の材料を
用いることができる。
【００２６】
　また、無機多孔質層内における骨材、補強材（セラミックス繊維，板状セラミックス粒
子等。以下、単に骨材と称する）の含有率は、１５質量％以上５５質量％以下であってよ
い。無機多孔質層内の骨材の含有率が１５質量％以上であれば、焼成工程における無機多
孔質層の収縮を十分に抑制することができる。また、無機多孔質層内の骨材の含有率が５
５質量％以下であれば、セラミックス粒子によって骨材同士が良好に接合される。無機多
孔質層内における骨材の含有率は、２０質量％以上であってよく、３０質量％以上であっ
てよく、５０質量％以上であってよく、５３質量％以上であってもよい。また、無機多孔
質層内における骨材の含有率は、５３質量％以下であってよく、５０質量％以下であって
よく、３０質量％以下であってよく、２０質量％以下であってもよい。
【００２７】
　上記したように、セラミックス繊維及び板状セラミックス粒子は、ともに無機多孔質層
内において骨材、補強材として機能し得る。しかしながら、複合部材の作製後（焼成後）
に無機多孔質層が収縮することを確実に抑制するため、骨材としてセラミックス繊維と板
状セラミックス粒子の双方を用いる場合であっても、無機多孔質層内のセラミックス繊維
の含有量は、少なくとも５質量％以上であってよい。なお、セラミックス繊維の含有量は
、１０質量％以上であってよく、２０質量％以上であってよく、３０質量％以上であって
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よく、４０質量％以上であってよい。また、セラミックス繊維の含有量は、５０質量％以
下であってよく、４０質量％以下であってよく、３０質量％以下であってよく、２０質量
％以下であってよく、１０質量％以下であってもよい。
【００２８】
　骨材としてセラミックス繊維と板状セラミックス粒子の双方を用いる場合、骨材全体に
占める板状セラミックス粒子の割合（重量比）は、７０％以下であってよい。すなわち、
質量比で、骨材の少なくとも３０％以上がセラミックス繊維であってよい。骨材全体に占
める板状セラミックス粒子の割合（重量比）は、６７％以下であってよく、６４％以下で
あってよく、６３％以下であってよく、６０％以下であってよく、５０％以下であっても
よい。なお、板状セラミックス粒子は必ずしも骨材として必須ではない。また、骨材全体
に占める板状セラミックス粒子の割合は、４０％以上であってよく、５０％以上であって
よく、６０％以上であってよく、６２％以上であってよく、６３％以上であってよく、６
５％以上であってもよい。具体的には、無機多孔質層内の板状セラミックス粒子の含有量
は、５質量％以上であってよく、１０質量％以上であってよく、２０質量％以上であって
よく、３０質量％以上であってよく、３３質量％以上であってよい。また、板状セラミッ
クス粒子の含有量は、３５質量％以下であってよく、３３質量％以下であってよく、３０
質量％以下であってよく、２０質量％以下であってよく、１０質量％以下であってもよい
。
【００２９】
　なお、特に高温環境で用いられる複合部材においては、無機多孔質層に含まれるＳｉＯ

2が２５質量％以下であってよい。無機多孔質層内に非晶質層が形成されることが抑制さ
れ、無機多孔質層の耐熱性（耐久性）が向上する。
【００３０】
　無機多孔質層を形成する際、セラミックス粒子、板状セラミックス粒子、セラミックス
繊維の他に、バインダ、造孔材、溶媒を混合した原料を用いてよい。バインダとして、無
機バインダを使用してよい。無機バインダの一例として、アルミナゾル、シリカゾル、チ
タニアゾル、ジルコニアゾル等が挙げられる。これらの無機バインダは、焼成後の無機多
孔質層の強度を向上させることができる。造孔材として、高分子系造孔材、カーボン系粉
等を使用してよい。具体的には、アクリル樹脂、メラミン樹脂、ポリエチレン粒子、ポリ
スチレン粒子、カーボンブラック粉末、黒鉛粉末等が挙げられる。造孔材は、目的に応じ
て種々の形状であってよく、例えば、球状、板状、繊維状等であってよい。造孔材の添加
量、サイズ、形状等を選択することにより、無機多孔質層の気孔率、気孔サイズを調整す
ることができる。溶媒は、他の原料に影響を及ぼすことなく原料の粘度を調整可能なもの
であればよく、例えば、水、エタノール、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）等を使用す
ることができる。
【００３１】
　なお、上記した無機バインダも無機多孔質層の構成材料である。そのため、無機多孔質
層を形成する際にアルミナゾル、チタニアゾル等を用いる場合、無機多孔質層は、無機バ
インダを含む構成材料全体で、１５質量％以上のアルミナ成分と４５質量％以上のチタニ
ア成分を含んでいればよい。
【００３２】
　無機多孔質層の組成及び原料は、保護する金属の種類に応じて調整する。本明細書で開
示する複合部材では、特に限定されないが、金属として、ＳＵＳ４３０，ＳＵＳ４２９，
ＳＵＳ４４４等のステンレス鋼、鉄、銅、ハステロイ、インコネル、コバール、ニッケル
合金等を用いることができる。無機多孔質層の組成及び原料は、用いる金属の熱膨張係数
に応じて調整してよい。具体的には、無機多孔質層の熱膨張係数をα１とし、金属の熱膨
張係数をα２としたときに、下記式１を満足するように調整してよい。例えば、金属がＳ
ＵＳ４３０の場合、熱膨張係数α１が６×１０-6／Ｋ＜α１＜１４×１０-6／Ｋとなるよ
うに、より好ましくは、熱膨張係数α１が６×１０-6／Ｋ＜α１＜１１×１０-6／Ｋとな
るように、無機多孔質層の組成及び原料を調整してよい。また、金属が銅の場合、熱膨張
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係数α１が８．５×１０-6／Ｋ＜α１＜２０×１０-6／Ｋとなるように、より好ましくは
、熱膨張係数α１が８．５×１０-6／Ｋ＜α１＜１８×１０-6／Ｋとなるように、無機多
孔質層の組成及び原料を調整してよい。なお、「α１/α２」の値は、０．５５以上であ
ってよく、０．６以上であってよく、０．６５以上であってよく、０．７５以上であって
よく、０．８以上であってもよい。また、「α１/α２」の値は、１．１５以下であって
よく、１．１以下であってよく、１．０５以下であってよく１．０以下であってもよい。
式１：０．５＜α１/α２＜１．２
【００３３】
　本明細書で開示する複合部材では、金属表面（管状金属の場合、管内）に上記原料を塗
布し、乾燥、焼成を経て金属表面に無機多孔質層を形成してよい。原料の塗布方法として
、ディップコート、スピンコート、スプレーコート、スリットダイコート、溶射、エアロ
ゾルデポジション（ＡＤ）法、印刷、刷毛塗り、コテ塗り、モールドキャスト成形等を用
いることができる。なお、目的とする無機多孔質層の厚みが厚い場合、あるいは、無機多
孔質層が多層構造の場合、原料の塗布、原料の乾燥を複数回繰り返し、目的とする厚み、
あるいは、多層構造に調整してもよい。上記塗布方法は、後述する被覆層を形成する塗布
方法として適用することもできる。
【００３４】
　また、本明細書で開示する複合部材では、無機多孔質層の金属が設けられている面とは
反対側の面に、被覆層が設けられていてもよい。すなわち、無機多孔質層が、金属と被覆
層によって挟まれていてよい。なお、被覆層は、無機多孔質層の表面（金属が設けられて
いる面と反対側の面）の全面に設けられていてもよいし、無機多孔質層の表面の一部に設
けられていてもよい。被覆層を設けることにより、無機多孔質層を保護（補強）すること
ができる。
【００３５】
　被覆層の材料は、多孔質または緻密質なセラミックスであってよい。被覆層で用いられ
る多孔質セラミックスの一例として、ジルコニア（ＺｒＯ2），部分安定化ジルコニア，
安定化ジルコニア等が挙げられる。また、イットリア安定化ジルコニア（ＺｒＯ2－Ｙ2Ｏ

3：ＹＳＺ）、ＹＳＺにＧｄ2Ｏ3、Ｙｂ2Ｏ3、Ｅｒ2Ｏ3等を添加した金属酸化物、ＺｒＯ2

－ＨｆＯ2－Ｙ2Ｏ3、ＺｒＯ2－Ｙ2Ｏ3－Ｌａ2Ｏ3、ＺｒＯ2－ＨｆＯ2－Ｙ2Ｏ3－Ｌａ2Ｏ3

、ＨｆＯ2－Ｙ2Ｏ3、ＣｅＯ2－Ｙ2Ｏ3、Ｇｄ2Ｚｒ2Ｏ7、Ｓｍ2Ｚｒ2Ｏ7、ＬａＭｎＡｌ11

Ｏ19、ＹＴａ3Ｏ9、Ｙ0.7Ｌａ0.3Ｔａ3Ｏ9、Ｙ1.08Ｔａ2.76Ｚｒ0.24Ｏ9、Ｙ2Ｔｉ2Ｏ7、
ＬａＴａ3Ｏ9、Ｙｂ2Ｓｉ2Ｏ7、Ｙ2Ｓｉ2Ｏ7、Ｔｉ3Ｏ5等が挙げられる。被覆層で用いら
れる緻密質なセラミックスの一例として、アルミナ、シリカ、ジルコニアなどが挙げられ
る。また、上述した無機多孔質層の構成材料からセラミックス繊維を除去することにより
、低気孔率（緻密質）となるため、被覆層として用いてもよい。被覆層として多孔質また
は緻密質セラミックスを用いることにより、無機多孔質層が補強され、無機多孔質層が金
属の表面から剥がれることを抑制することができる。なお、被覆層として緻密質なセラミ
ックスを用いると、例えば高温ガスが無機多孔質層を透過することを抑制したり、無機多
孔質層内で高温ガスが滞留することを抑制することができる。その結果、高温ガスの熱が
金属に伝熱することを抑制する効果が期待できる。また、被覆層として緻密質なセラミッ
クスを用いることにより、金属と外部環境を電気的に絶縁する効果が向上する。
【００３６】
　被覆層の材料は、多孔質または緻密質なガラスであってよい。被覆層として多孔質また
は緻密質ガラスを用いることによっても、無機多孔質層が補強され、無機多孔質層が金属
の表面から剥がれることを抑制することができる。また、被覆層の材料は、金属（無機多
孔質層によって保護される金属とは別部品）であってもよい。無機多孔質層の表面に金属
層を設けることにより、外部からの輻射熱を反射することができ、金属（無機多孔質層に
よって保護される金属）に熱が加わることをさらに抑制することができる。
【実施例】
【００３７】



(10) JP 6813718 B2 2021.1.13

10

20

30

40

50

（第１実施例）
　図１から図３を参照し、複合部材１０について説明する。複合部材１０は、ＳＵＳ４３
０製の管状の金属（金属管）２の内面に多孔質保護層４を備えている。多孔質保護層４は
、無機多孔質層の一例である。多孔質保護層４は、金属２の内面に接合している（図１及
び図２を参照）。複合部材１０は、金属２の外面をマスキングした状態で、金属２を原料
スラリーに浸漬し、乾燥、焼成を行って製造した。原料スラリーは、アルミナ繊維（平均
繊維長１４０μｍ）と、板状アルミナ粒子（平均粒子径６μｍ）と、チタニア粒子（平均
粒子径０．２５μｍ）と、アルミナゾル（アルミナ量１．１質量％）と、アクリル樹脂（
平均粒子径８μｍ）と、エタノールを混合し、作成した。なお、原料スラリーは、粘度が
２０００ｍＰａ・ｓとなるように調整した。
【００３８】
　金属２を上記原料スラリーに浸漬して金属２の内面に原料を塗布した後、金属２を乾燥
機に投入し、２００℃（大気雰囲気）で１時間乾燥させた。これにより、金属２の内面に
およそ３００μｍの多孔質保護層が形成された。その後、金属２を上記原料スラリーに浸
漬して乾燥する工程を３回繰り返し、金属２の内面に１．２ｍｍの多孔質保護層を形成し
た。その後、金属２を電気炉内に配置し、８００℃（大気雰囲気）で３時間焼成し、複合
部材１０を作成した。多孔質保護層４は、金属２の内面全体に形成された（図３を参照）
。得られた複合部材１０は、多孔質保護層４の気孔率が６１体積％であり、熱膨張係数が
７×１０-6Ｋ-1であった。なお、図示は省略するが、複合部材１０では、チタニア粒子が
、金属２の表面（内面）と骨材（アルミナ繊維及び板状アルミナ粒子）の間に介在し、金
属２の表面と骨材を接合していることが確認された。
【００３９】
　図４から図６を参照し、複合部材１０の変形例（複合部材１０ａ、１０ｂ、１０ｃ）に
ついて説明する。なお、図４から図６は、複合部材１０の図３（断面図）に相当する部分
を示している。
【００４０】
　図４に示すように、複合部材１０ａでは、多孔質保護層４が、金属２の内面及び外面に
接合している。複合部材１０ａは、金属２にマスキングを施すことなく、複合部材１０と
実質的に同じ工程を経て製造した。多孔質保護層４は、金属２の内面及び外面の全体に形
成された。
【００４１】
　図５に示すように、複合部材１０ｂでは、多孔質保護層４が、金属２の外面に接合して
いる。複合部材１０ｂは、金属２の内面をマスキングした状態で、複合部材１０と実質的
に同じ工程を経て製造した。多孔質保護層４は、金属２の外面の全体に形成された。
【００４２】
　図６に示すように、複合部材１０ｃは、金属２が線状（ライン状）であり、中心に孔が
形成されていない（図１～図５を比較参照）。すなわち、複合部材１０ｃでは、金属２が
中実である。複合部材１０ｃでは、多孔質保護層４が、金属２の外面に接合している。複
合部材１０ｃは、金属２にマスキングを施すことなく、複合部材１０と実質的に同じ工程
を経て製造した。多孔質保護層４は、金属２の内面及び外面の全体に形成された。
【００４３】
（第２～第８実施例）
　以下、第２～第８実施例の複合部材（複合部材２１０～８１０）について説明する。複
合部材２１０～８１０は、複合部材１０（及び１０ａ～１０ｃ）と比較して、金属の形状
、多孔質保護層の形成位置または範囲、被覆層の有無が異なる。複合部材２１０～８１０
は、マスキングを施す位置、多孔質保護層の形成条件、及び、多孔質保護層を形成した後
の焼成条件等を目的に合わせて調整したが、実質的に複合部材１０と同じ工程を経て製造
した。以下の説明においては、複合部材１０（及び１０ａ～１０ｃ）と共通する特徴につ
いては説明を省略することがある。
【００４４】
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　図７に示す複合部材２１０（第２実施例）は、平板状の金属２の表面（厚み方向端面の
うちの一方の面）に多孔質保護層４が接合している。図８に示す複合部材３１０（第３実
施例）は、平板状の金属２の両面（厚み方向端面の双方の面）に多孔質保護層４が接合し
ている。複合部材２１０，３１０は、後述する熱伝導部材の材料として好適に用いること
ができる。
【００４５】
　図９に示す複合部材４１０（第４実施例）は、多孔質保護層４の両面（表裏面）に、金
属板（第１金属板２Ｘ，第２金属板２Ｙ）が接合している。換言すると、間隔をあけて対
向する２個の金属板（第１金属板２Ｘ，第２金属板２Ｙ）に、１個の多孔質保護層４が接
続されている。複合部材４１０は、２個の機器の間に配置する仕切板として好適に用いる
ことができる。第１金属板２Ｘ及び第２金属板２Ｙは、各機器から生じる熱を放熱するこ
とができる。また、多孔質保護層４は、一方の機器（例えば第１金属板２Ｘ側に配置され
ている機器）の熱が他方の機器（第２金属板２Ｙ側に配置されている機器）に加わること
を抑制することができる。
【００４６】
　図１０に示す複合部材５１０（第５実施例）は、複合部材１０ｃの変形例である（図６
を参照）。複合部材５１０は、線状の金属２の長手方向の端部（両端部）２ａが露出して
いる。すなわち、複合部材５１０は、金属２の端部２ａを除く中間部分に多孔質保護層４
が接合されている。複合部材５１０は、一方の端部２ａの熱を他方の端部２ａに伝達する
熱伝導部材として好適に用いることができる。また、複合部材５１０は、中間部分に多孔
質保護層４が設けられているので、中間部分の周囲に存在する部品に熱が加わることを抑
制することができる。なお、複合部材５１０の特徴（金属の長手方向端部を除く中間部分
に多孔質保護層が接合されている）は、複合部材１０，１０ａ及び１０ｂに適用すること
もできる。
【００４７】
　図１１に示す複合部材６１０（第６実施例）は、複合部材３１０の変形例である（図８
を参照）。複合部材６１０では、多孔質保護層４は、平板状の金属２の一方の面（裏面）
の全面に接合されており、他方の面（表面）では金属２の長手方向の端部(両端部)２ａを
除く中間部分に接合されている。複合部材６１０は、複合部材５１０と同様に、一方の端
部２ａの熱を他方の端部２ａに伝達する熱伝導部材として好適に用いることができる。な
お、多孔質保護層４は、金属２の両面において金属２の端部２ａを除く中間部分に接合さ
れていてもよい。また、複合部材６１０の特徴（金属の長手方向端部を除く中間部分に多
孔質保護層が接合されている）は、複合部材２１０に適用することもできる。
【００４８】
　図１２に示す複合部材７１０（第７実施例）は、複合部材２１０の変形例である（図７
を参照）。複合部材７１０では、多孔質保護層４の表面（金属２が設けられている面とは
反対側の面）に、被覆層６が設けられている。被覆層６は、金属２の表面に多孔質保護層
４を形成した後、スプレーを用いて多孔質保護層４の表面に原料スラリーを塗布し、乾燥
、焼成を経て成形した。被覆層６を成形するために用いた原料スラリーは、板状アルミナ
粒子（平均粒子径６μｍ）と、チタニア粒子（平均粒子径０．２５μｍ）と、アルミナゾ
ル（アルミナ量１．１質量％）と、アクリル樹脂（平均粒子径８μｍ）と、エタノールを
混合し、作成した。すなわち、被覆層６を成形するために用いた原料スラリーは、多孔質
保護層４を形成するために用いた原料スラリーからアルミナ繊維を除去したものである。
被覆層６は、多孔質保護層４と比較して緻密な構造を有しているので、多孔質保護層４の
補強材として機能する。なお、被覆層６の材料は、目的に応じて、例えば上述した材料に
適宜変更することができる。
【００４９】
　図１３に示す複合部材８１０（第８実施例）は、複合部材７１０の変形例である（図１
２を参照）。複合部材８１０では、被覆層６が、複合部材８１０の長手方向において、多
孔質保護層４の表面に間欠的に（部分的に）設けられている。例えば、被覆層６と多孔質
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保護層４の熱膨張係数差が大きい場合、被覆層６を多孔質保護層４の表面に間欠的に設け
ることにより、被覆層６が多孔質保護層４から剥離することを抑制することができる。な
お、複合部材７１０，８１０の特徴（多孔質保護層の表面に被覆層を設ける）は、複合部
材１０，１０ａ～１０ｃ，２１０，３１０，５１０及び６１０に適用することもできる。
【００５０】
（熱伝導部材）
　図１４を参照し、上述した複合部材の使用例（熱伝導部材９１０）について説明する。
なお、熱伝導部材９１０は、複合部材６１０（図１１を参照）を用いているが、複合部材
６１０に代えて、上述した他の複合部材を用いることもできる。熱伝導部材９１０では、
多孔質保護層４は、金属２の裏面の全面に接合されているともに、金属２の表面の中間部
分（長手方向の端部２ａを除く部分）に接合されている。すなわち、金属２の表面につい
ては、端部２に多孔質保護層４が接合されていない。端部２ａには発熱部２０及び放熱部
２２が接合されている。発熱部２０で受熱した熱は、金属２を移動し、放熱部２２（放熱
板）で放熱される。熱伝導部材９１０は、表面（中間部分）及び裏面に多孔質保護層４が
接合されているので、発熱部２０と放熱部２２の間において金属２からの放熱が抑制され
る。そのため、熱伝導部材９１０の表面近傍の空間３０、及び、熱伝導部材９１０の裏面
近傍の空間３２に設けられている機器に熱が加わることを抑制することができる。
【００５１】
（実験例）
　上記したように、多孔質保護層は、アルミナ繊維、板状アルミナ粒子、チタニア粒子、
アルミナゾル、アクリル樹脂及びエタノールを混合した原料スラリーを作成し、金属を原
料スラリーに浸漬させた後、乾燥及び焼成を行い作成した。本実験例では、アルミナ成分
及びチタニア成分の量が多孔質保護層の特性に与える影響を確認するため、アルミナ繊維
、板状アルミナ粒子及びチタニア粒子の割合を変化させ、焼成後の多孔質保護層の状態を
確認した。
【００５２】
　具体的には、アルミナ繊維、板状アルミナ粒子、チタニア粒子及びジルコニア粒子の配
合量を図１５に示すように変化させ、アルミナ繊維、板状アルミナ粒子、チタニア粒子及
びジルコニア粒子の合計が１００質量％になるように配合し、さらに、外掛けでアルミナ
ゾル１０質量％（アルミナゾルに含まれるアルミナ量１．１質量％）、アクリル樹脂４０
質量％を加え、エタノールでスラリー粘度を調整して原料スラリーを作成した。なお、試
料５は板状アルミナ粒子を用いておらず、試料１～７，１１及び１３はジルコニア粒子を
用いていない。その後、試料１～８，１１及び１２についてはＳＵＳ４３０板に原料スラ
リーを塗布し、試料９及び１０については銅板に原料スラリーを塗布し、大気雰囲気２０
０℃で１時間乾燥させた後、大気雰囲気８００℃で３時間焼成した。なお、金属板（ＳＵ
Ｓ４３０板及び銅板）上に約１．２ｍｍの多孔質保護層が形成されるように、各試料にお
ける原料スラリーの塗布回数（金属板の浸漬回数）を調整した。
【００５３】
　なお、本実験例は、アルミナ成分（アルミナ繊維、板状アルミナ粒子）及びチタニア成
分の量が多孔質保護層の外観に及ぼす影響（クラック、剥離等の有無）を確認することを
目的とし、無機多孔質層の断熱性の評価は行っていない。
【００５４】
　焼成後の試料について、外観の評価を行った。外観評価は、目視にて、クラック及び剥
離の発生の有無を観察した。図１５に、クラック及び剥離等が発生しなかった試料に「〇
」を付し、クラックと剥離の一方が発生した試料に「△」を付し、クラックと剥離の両方
が発生した試料に「×」を付している。
【００５５】
　また、作成した試料１～１２について、多孔質保護層におけるアルミナ成分とチタニア
成分の割合（質量％）の測定と、多孔質保護層の気孔率（体積％）の測定、多孔質保護層
及び金属板の熱膨張係数の測定も行った。アルミナ及びチタニア成分は、ＩＣＰ発光分析
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装置（（株）日立ハイテクサイエンス製、ＰＳ３５２０ＵＶ－ＤＤ）を用いてアルミニウ
ム及びチタン量を測定し、酸化物換算（Ａｌ2Ｏ3、ＴｉＯ2）した結果を示している。
【００５６】
　気孔率は、水銀ポロシメーターを用いてＪＩＳ　Ｒ１６５５（ファインセラミックスの
水銀圧入法による成形体気孔径分布試験方法）に準拠して測定した全細孔容積（単位：ｃ
ｍ3／ｇ）と、ガス置換式密度測定計（マイクロメリティックス社製、アキュピック１３
３０）により測定した見掛け密度（単位：ｇ／ｃｍ3）を用いて、下記式（２）より算出
した。
式２：気孔率［％］＝全細孔容積／｛（１／見掛け密度）＋全細孔容積｝ ×１００
【００５７】
　熱膨張係数は、上記した原料スラリーを３ｍｍ×４ｍｍ×２０ｍｍのバルク体に成形し
た後、バルク体を８００℃で焼成して測定用試料を作製した。その後、測定用試料を、熱
膨張計を用いてＪＩＳ　Ｒ１６１８（ファインセラミックスの熱機械分析による熱膨張の
測定方法）に準拠して測定した。なお、熱膨張係数の測定は、多孔質保護層と金属板を別
個に測定した。
【００５８】
　また、試料１～４の多孔質保護層、及び、試料１～１２の金属板について、熱伝導率の
測定を行った。熱伝導率も、多孔質保護層と金属板を別個に測定した。熱伝導率は、熱拡
散率、比熱容量及び嵩密度を乗算し、算出した。熱拡散率は、レーザーフラッシュ法熱定
数測定装置を用い、比熱容量はＤＳＣ（示差走査熱量計）を用いて、ＪＩＳ　Ｒ１６１１
（ファインセラミックスのレーザーフラッシュ法による熱拡散率・比熱容量・熱伝導率試
験方法）に準拠して室温で測定した。金属板の嵩密度は、φ１０ｍｍ×厚み１ｍｍのバル
ク体の重量を測定し、その重量を体積で割った値を嵩密度（単位：ｇ／ｃｍ3）とした。
また、多孔質保護層の嵩密度（単位：ｃｍ3／ｇ）は下記式（３）から算出した。なお、
熱拡散率は上記した原料スラリーをφ１０ｍｍ×厚み１ｍｍのバルク体に成形し、また、
比熱容量は上記した原料スラリーをφ５ｍｍ×厚み１ｍｍのバルク体に成形した後、それ
ぞれのバルク体を８００℃で焼成して熱拡散率および比熱容量測定用試料を作製し、測定
した。測定結果を図１５に示す。
式３：多孔質保護層の嵩密度＝見掛け密度×（１－気孔率［％］／１００）
【００５９】
　図１５に示すように、試料１～１０は、焼成後の多孔質保護層にクラック及び剥離が確
認されなかった。一方、試料１１は、剥離は確認されなかったもののクラックの発生が確
認された。また、試料１２は、クラックと剥離の両方が確認された。この結果は、多孔質
保護層内のアルミナ成分（アルミナ繊維及び板状アルミナ粒子）が少ない（１５質量％未
満）、又は、チタニア成分が少ない（４５質量％未満）場合、焼成の際に金属－多孔質保
護層間に力が作用し、多孔質保護層の特性が低下することを示している。具体的には、試
料１１は、アルミナ成分の割合が１５質量％未満であるため、セラミックス（粒子、繊維
）間の結合力が低下し、多孔質保護層にクラックが発生したと推察される。また、試料１
２は、チタニア成分の割合が４５質量％未満であるため、セラミックス間の結合力が低下
し、多孔質保護層にクラックが発生したと推察される。さらに試料１２は、熱膨張係数が
高いチタニア成分（チタニア粒子）の含有率が低く、金属に対する熱膨張係数比（α１／
α２）が小さいので（０．５未満）、金属と多孔質保護層間の熱膨張差に基づいて多孔質
保護層が金属から剥離したと推察される。以上より、１５質量％以上のアルミナ成分と４
５質量％以上のチタニア成分を含む多孔質保護層は、焼成後にクラック及び剥離等の劣化
が生じにくくなることが確認された。
【００６０】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、請求の範
囲を限定するものではない。請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単
独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記
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載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数
目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有
用性を持つものである。
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